
（様式第１） 疑義照会(回答)票

照会日　　　　平成22年3月10日

照会部署名　　　難波年金事務所　　　　　　

厚生年金適用調査課

　　　　　連絡先

業務実施部署の長の確認

(案件)

　　　(受付番号)

　Ｎ０．２０１０－３６５

新規適用にかかる被保険者資格取得の加入基準について

※　受付番号は、品質管理担当部署において記入します。

＜下記事案について、被保険者資格の加入基準について照会します。＞

就業規則がなく、短時間勤務の正社員３名のみの会社です。

・時給単価　８００円　１日６時間、月１０日勤務の社員

・時給単価　８００円　１日６時間、月１３日勤務の社員

・時給単価　８００円　１目６時間、月１６日勤務の社員　御教示願います。

　正社員ということであれば、これらの方を被保険者とする必要があると考え

るが、法人又は５人未満であるのか等の詳細も不明ですので、当該事業所に使

用される者であるのか総合的に判断し対応されたい。

　　　　　　回答日　　　　平成２２年８月１３日

回答部署名　厚生年金保険部適用企画指導グループ　　　　　　
回答作成者　　　（役職名）渕　康幸　　　　　

連　絡　先

主管担当部署の長の確認

(軽微なものについてはグルー才尋?
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